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議  事  録 

会議の名称 令和８年 愛荘町教育委員会 第４回定例会  

開催日時 令和８年４月 22日（水）午後２時 00分 

開催場所 本庁舎 ３階 第２委員会室 

出席者 【教育長】徳田寿 

【教育委員】４名 

森秀昭、黒川泰守、木津知里、森野啓子 

【事 務 局】８名 

教育次長      西川傳和   学校教育担当課長  西澤仁志 

給食センター所長  小林充周   生涯学習課課長   清水惠一 

図書館長      三浦寛二   歴史文化博物館長  下村今日子 

教育振興課参事   橋本庸介   教育振興課課長補佐 久保川美晴 

【傍 聴 人】0名 

議事日程 日程第１  議案第 25号  愛荘町放課後の居場所づくり推進コーディネータ

ー設置要綱の制定について 

日程第２  議案第 26号  愛荘町社会教育委員の委嘱について 

作成者 教育振興課  久保川 美晴 
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午後２時 00分開会 

ただいまから令和８年第４回教育委員会定例会を開催させていただきます。

それでは開会にあたりまして教育長ご挨拶をお願いします。 

 

皆様こんにちは。第４回定例会にご出席をいただきありがとうございます。

過日 10日、13日には、入学式・入園式へのご出席、また 14日には、県教育委

員会主催の行政説明会・研修会にご参加いただき重ねてお礼を申し上げます。 

新年度・新学期がスタートし、町内小学校では今年度から４校そろって午前

５時間制に伴う柔軟な教育課程を編成し、自己調整力をはじめとした自律的な

力を育む取組を重点として教育活動を進めているところです。確定版の令和８

年度教育行政方針にありますように、自律型人材を育成する取組・活動を進め

ていくということで、今年度から愛荘の「愛」と１人称の「Ⅰ」を重ね、「あい

未来プロジェクト」と名付け、教育委員会事務局全体で自律型人材を育成する

取組を推進していく予定です。 

これまで以上に、各学校・園の実態、さまざまなタイミング、地域資源、伝

統といったそれぞれの持ち味を生かした特色ある活動や取組を子どもが主人公

となり推し進め、ぜひとも子どもが成長する絶好の機会としてもらいたいと考

えています。ここ数年、子どもやＣＳ、ＰＴＡその他の関係者が、主体的・創

造的な活動を企画・立案し、実行し、そのことを効果的に発信するなどして、

高評価を受けるという事例が数多く生まれています。こうした流れがさらに加

速することで、「地域とともにある学校・園づくり」、「学校・園を核とした地域

づくり」ひいては、「魅力と活力のあるまちづくり」が、進むのではないかと考

えております。 
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来月の定例会において各校園の具体的な経営方針は説明させていただきます

が、今年度はそうした内容も含め、随時テーマも設定させていただきながら、

この教育委員の会議においても熟議をできればと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

それでは、本日も議事等につきまして、積極的なご意見を賜りますようよろ

しくお願いいたしまして、開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。 

 

ありがとうございました。それでは議事進行については教育長よろしくお願

いいたします。 

 

ただいまの出席委員は５名で定数に達しています。よって令和８年愛荘町教

育委員会第４回定例会は成立いたしましたので開会いたします。 

最初に議事録の承認です。愛荘町教育委員会議事運営に関する規則第９条に

おいて、議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときはこれを会議

に諮って決定するとされています。令和８年第１回臨時会の議事録について事

務局からあらかじめ配布され確認していただいていると思いますが、議事録に

ついてご異議はございませんか。 

 

【異議なし】 

 

ご異議なしと認めます。それでは、令和８年第１回臨時会の議事録は承認い

ただきました。後ほど委員の皆さまにはご署名をお願いします。 

なお、本日の令和８年第４回定例会の議事録署名も全員で行いますので、よ

ろしくお願いします。 

それでは、日程第１「議案第 25号 愛荘町放課後の居場所づくり推進コーデ

ィネーター設置要綱の制定について」を議題といたします。事務局より説明を

お願いします。 

 

   ― 議案 第 25号の説明 ― 

 

ただいま「議案第 25号 愛荘町放課後の居場所づくり推進コーディネーター

設置要綱の制定について」の説明がありました。ご質問やご意見をお願いしま

す。事業の概要が非常に大事なところであります。これまでにも情報としては、

お伝えしておりましたので、頭の中に入れていただいているであろうかと思い

ますけれども、今日改めて聞いていただきまして、委員の皆さんからご質問や

懸念されるようなことも含めて何でも結構でございますので、まず実施事業に

対してのご質問ご意見をいただきたいと思います。 

 

見守りについてはシルバー人材センターの方々にやっていただけるというこ

とですが、学童との兼ね合いもあり、全員が利用するわけではないと思います

が、だいたい何人ぐらいが利用すると見込んでいるのでしょうか。 
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それと、すぐーるで利用人数をまとめるということだったのですが、利用の

申請が届いた段階で各校へ連絡するけれど、朝の段階で先生にお知らせするの

か、ある程度の時間が経ってまとめてから学校へお知らせするのか、それによ

って、学校、担任も手間が変わると思います。負担ばかりかかるのは申し訳な

い気がしていくので、その辺りのお考えをお聞かせいただけたらと思います。 

 

まず前半のご質問の利用者数の見込みですが、児童を対象としたアンケート

調査に続き、保護者を対象としたアンケート調査も実施いたしました。回答率

に差はありますが、愛知川エリアの小学校で 1 年生から６年生までで 100 名程

度が利用したいとの希望を示されました。秦荘エリアの２校についても 70名程

度となっており、現在の学校施設の状況から全学年の希望者を受け入れるのは

困難と考えまして、対象を１年生から３年生までとしたものです。 

続いて後半のご質問ですが、保護者連絡システム「すぐーる」は、簡単にデ

ータ抽出することが可能なシステムとなっておりますので、学校の負担につな

がらない範囲で共有することが可能と考えています。 

 

人数は単純にとはいかないと思います。保護者の就労や学童との関係とかも

ありますので、そういう意味では少なめの秦荘地区からモデル的にというのは、

一つの作戦かと思っております。 

 

以前お話していたかと思いますが、登録してる子と、勝手に遊びに来た子が

一緒に遊んでる場合で、一緒にケガしたとか、こっちは保険入っていないとか

が生じるじゃないですか、そういう対応はどうするのか。校舎内に一緒に入っ

てくるかもしれない。外で遊んでたんやけど、カードゲームしようとなってて

一緒に入ってきたときに、断るのか入れるのか。子どもたちの遊び道具、例え

ば、カードゲームやボールとか、子どもは持ってきてないのでこちらで用意し

ないといけないと思うのですけど、それをシルバーセンターの方が出し入れし

て準備するとか、最後の数の確認とかもお願いしないといけないと思いますが、

どうお考えでしょうか。 

 

円卓会議の場や学校との協議の場、またシルバー人材センターとの協議の場

でもただいまのご質問は共通した項目としてあがってきました。結論、事業を

利用する児童以外の子どもたちが放課後に学校に遊びに来ることを排除するこ

とはできないと考えておりますが、保険適用の関係もありますので、屋内で一

緒に遊ぶということは避けるよう、見守り員に監視してもらう必要があると考

えております。 

 

質問ですが、以前会議のときにスポ少とか、そういう関連の裾野を広げると

いうことで、指導者とかが少し入らしてもらって、一緒にボール遊びをすると

かそういうことは可能なのでしょうか。 
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円卓会議の場では、スポーツに限らず高齢者の技術や経験等に基づく、例え

ば工作教室のようなものも導入していければもっと有意義な場になるとの意見

もございましたが、いきなりフルスペックで何もかも組み込んでいくというは

困難であると考えています。まずは放課後に子どもたちの居場所を確保すると

いうことからスタートし、徐々に事業に広がりを持てればと考えています。 

 

私も先ほどの木津委員と同じことを考えていました。今まで色々と去年から

ああでもない、こうでもないと、私ながらにも心配していたんですけれども、

このようにまとめていただけると、大変なこともあるでしょうけれども、何か

これから楽しいことが、すごく前に進んできたなっていうわくわく感も出てき

て、ほっとしています。 

 

ありがとうございます。大変元気のでるお言葉をいただきました。 

その他でも結構ですし、議案にあります設置要綱の案について、何かご質問

ご意見いかがでしょうか。 

少し補足をさせていただきますと、この件につきましてはこの教育委員会議

の場でもそうですけれども、議会の方でも教育民生常任委員会の中でもこれま

で何回か議論をさせていただいております。６月議会でも再度テーマに挙げて

いただいて、いろんな角度からの更なるご意見をいただいて、十分に咀嚼した

上でのスタートに移らせていただこうというふうに思っているところでござい

ます。 

では質疑がないようですので、これより議案第 25号を採決いたします。本案

は原案の通り可決することにご異議ございませんか。 

 

【異議なし】 

    

ご異議なしと認めます。よって議案第 25号は、原案のとおり可決されました。 

続いて、日程第２ 「議案第 269号 愛荘町社会教育委員の委嘱について」を

議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

― 議案 第 26号の説明 ― 

 

ただいま「議案第 26号 愛荘町社会教育委員の委嘱について」の説明があり

ました。1名の追加の委嘱ということです。ご質問やご意見をお願いします。 

 

【質疑なし】 

 

それでは質疑がないようですので議案第 26号を採決いたします。本案は原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 

【異議なし】 
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教育長 

 

 

 

ご異議なしと認めます。よって議案第 26号は、原案のとおり可決されました。 

 以上で、令和８年第４回 定例会の案件は、すべて終了しました。 

 

午後２時 45分 閉会 

 

 


